
 

 

 

地域ブロック活動に関する細則 

 

平成１０年４月２１日  制定 

平成１４年６月 ６日  改定 

平成１６年８月１０日  改定 

平成２６年４月２５日  改定 

平成２９年４月２０日  改定 

令和 ４年５月２４日  改定 

 

１ 地方シンクタンク協議会の地域ブロック活動については、地方シンクタンク協議会規約

（以下「規約」という）第５条第２項により、この細則に定めるところによる。 

 

２ 地域ブロックは、北海道、東北・関東、北陸、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄とし、

それぞれ次の都道府県に所在する会員をもって構成する。 

北海道ブロック  北海道 

東北・関東ブロック   青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 

     茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、埼玉県、千葉県、 

                東京都、神奈川県 

北陸ブロック  富山県、石川県、福井県 

中部ブロック  山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 

近畿ブロック       滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

中国・四国ブロック    鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、 

香川県、愛媛県、高知県 

九州・沖縄ブロック    福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、 

鹿児島県、沖縄県 

 

３ 地域ブロックにおいては、構成員相互の緊密な連携・交流を通じて、地方シンクタンク活

動の一層の効果的な推進に寄与することを目的とした地域ブロック独自の活動を行う。 

 



４ 地域ブロックにブロック活動のためのブロック幹事を置く。ブロック幹事は、原則として

協議会に選出された当該地域の幹事とする。ブロック幹事が別に選出された場合、また変更

があった場合、当該ブロック幹事は速やかにその旨を協議会の代表幹事に通知するものとす

る。 

 

５ 地域ブロックに対し、協議会は毎年度次に定める基準による活動費を支援する。この場合、

各地域ブロックの機関数は、毎年度の総会時における会員数とする。 

   １０機関以下     １５０,０００円 

   １１～２０機関      １８０,０００円 

   ２１機関以上       ２２０,０００円 

 

６ 活動費に関する事務は次のとおりとする。 

① ブロック幹事は、毎年度の総会後すみやかに、協議会の代表幹事に対し、地域ブ

ロックの計画、同年度予算をそえて活動費を申請する。 

② 活動費は①の申請に基づきブロック幹事の指定する銀行口座に振り込む。 

③ ブロック幹事は、毎年度の終了時に、地域ブロック活動の実施結果、同年度決算

を協議会の代表幹事に報告する。 

 

様式１号：活動費申請書 

様式２号：ブロック活動報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１号：活動費申請書） 

令和  年  月  日 

地方シンクタンク協議会 

 代  表  幹  事 様 

 

                                   ブロック幹事 

                                                                

                                                               印 

 

地方 シンクタンク協議 会               

 

   年度  ブロック活動費の振込みについて 

 

 標記については、別添の活動計画書のとおり実施いたしますので、下記のとおり、振込み

をお願いいたします。 

 

記 

 １． 振込先 

      機 関 名    ： 

      住  所： 

 

 ２． 振込銀行口座 

      銀 行 名    ： 

      支 店 名 ： 

      口座種別： 

      口座番号： 

      口座名義： 

                                                                  以  上 



（様式第２号：ブロック活動報告書） 

令和  年  月  日 

地方シンクタンク協議会 

 代  表  幹  事 様 

 

                                   ブロック幹事 

                                                                

                                                               印 

 

 

地方 シンクタンク協議 会               

 

   年度  ブロック年度報告書 

 

 標記については、別紙のとおりブロック活動報告書（１．事業報告、２．収支決算書）を

提出いたします。 

                                  以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


